
 

 

単価契約に関する特約条項 
 

（契約金額） 

第１条 この契約金額は単価とする。 

（契約金額の変更） 

第２条 この契約期間中は、契約条項によるほか、原則として契約金額を変更すること

はできない。 

（発注及び納入） 

第３条 乙は、甲の発行する発注書等により、指定納期（納入時間・時期）までに指定

場所に物品を納入するものとする。 

（代金の請求） 

第４条 乙は、履行完了段階において確定数量に契約単価を乗じた金額に消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する率に基づき計算された消費税額を加えた金額を

請求するものとする。 

（その他） 

第５条 発注予定数量と実際発注数量とに差異が発生した場合であっても、乙は甲に対

し、損害賠償を請求することができない。 


